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衆
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議
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提
出
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挙
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イ
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タ
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ネ
ッ
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送
付
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十
八
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九

号



衆
議
院
議
員
島
�
君
提
出
選
挙
運
動
へ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
使
用
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
昨
年
四
月
十
三
日
の
衆
議
院
政
治
倫
理
の
確
立
及
び
公
職
選
挙
法
改
正
に
関
す
る
特
別
委
員
会
に
お
け

る
お
尋
ね
の
い
わ
ゆ
る
携
帯
電
話
型
ブ
ラ
ウ
ザ
フ
ォ
ン
を
選
挙
運
動
に
使
用
す
る
こ
と
に
関
す
る
自
治
大
臣
答
弁
を
変
更
す

る
考
え
は
な
い
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
四
十
二
条
第
一
項
は
、
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
文
書
図
面
に

つ
い
て
、
同
項
各
号
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
は
、
頒
布
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
規
定
し
て
い
る
。

同
項
に
規
定
す
る
文
書
図
画
と
は
、
文
字
若
し
く
は
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き
符
号
又
は
象
形
を
用
い
て
物
体
の
上
に
多
少
永

続
的
に
記
載
さ
れ
た
意
識
の
表
示
を
い
い
、
ス
ラ
イ
ド
、
映
画
、
ネ
オ
ン
・
サ
イ
ン
等
も
す
べ
て
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
等
の
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
上
に
表
れ
た
文
字
等
を
用
い
た
意
識
の
表
示
は
、
同
項
に
規
定
す
る
文
書
図
画
に
該
当

す
る
。

お
尋
ね
の
い
わ
ゆ
る
固
定
電
話
型
ブ
ラ
ウ
ザ
フ
ォ
ン
及
び
い
わ
ゆ
る
テ
レ
ビ
電
話
の
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
上
に
表
れ
た
文
字
等

一



の
意
識
の
表
示
は
、
同
項
各
号
に
規
定
す
る
文
書
図
画
以
外
の
文
書
図
画
で
あ
り
、
か
つ
、
文
書
図
画
を
不
特
定
又
は
多
数

人
に
発
信
到
達
さ
せ
る
行
為
は
、
同
項
に
規
定
す
る
頒
布
に
該
当
す
る
の
で
、
こ
の
意
識
の
表
示
が
選
挙
運
動
の
た
め
に
使

用
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
不
特
定
又
は
多
数
人
に
発
信
到
達
さ
せ
る
こ
と
は
、
同
項
の
規
定
に
違
反
す
る
。

も
っ
と
も
、
い
わ
ゆ
る
テ
レ
ビ
電
話
を
用
い
て
選
挙
運
動
を
行
う
場
合
に
、
例
え
ば
、
通
話
の
最
中
、
当
該
テ
レ
ビ
電
話

の
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
に
単
に
候
補
者
以
外
の
通
話
者
が
映
し
出
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
よ
う
な
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
違
反
し

な
い
。

な
お
、
い
わ
ゆ
る
固
定
電
話
型
ブ
ラ
ウ
ザ
フ
ォ
ン
又
は
い
わ
ゆ
る
テ
レ
ビ
電
話
の
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
に
映
し
出
さ
れ
た
も
の

を
選
挙
運
動
の
た
め
に
掲
示
す
る
こ
と
は
、
同
法
第
百
四
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
す
る
。

二


